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申請の手引き
 

 

貨物運送事業者燃料価格高騰等対策支援事業は、地域経済や市民生活を支える重要なインフラで

ある物流を維持するため、燃料価格の高騰の影響を受けている市内の中小貨物運送事業者の皆様を

対象に、支援金を交付するものです。  

なお、本支援金は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。 

≪受付期間≫ 

【申請①】補助金交付申請および実績報告 

令和８年１月 13 日（火）受付開始 ～ 令和８年３月２日（月）受付終了 

※ 上記受付終了日前であっても、予算額に達し次第受付終了となる場合があります。 

≪申請方法≫ 

電子申請システム（e-kanagawa）【ＰＣ操作推奨】での申請となります。 
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Ⅰ 支援金の概要                                   

１  対象事業者  

 本支援金の申請者は、次に掲げる１および２の要件をともに満たす、市内の事業者である必要が

あります。  

１．事業者要件 次の(１)から(３)のすべての要件を満たし、市内に営業所を有する事業者  

(１) 中小貨物運送事業者（資本金３億円以下若しくは従業員 300 人以下の法人、又は個人事業主）  

(２) 令和７年４月１日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は 

届出済みの事業者（(ア)から(ウ)のいずれかに該当）  

(ア) 一般貨物自動車運送事業者  

(イ) 特定貨物自動車運送事業者  

(ウ) 貨物軽自動車運送事業者  

(３) 令和７年 12 月 31 日時点で(２) の(ア)から(ウ)の事業を継続しており、申請日時点において

引き続き事業継続の意向がある事業者  

 

※ 本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。 

・会社役員（ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含めます） 

・個人事業主本人及び同居の親族従業員（別居の親族従業員は「常時使用する従業員の数」

に含めます） 

・（申請時点で）育児休業中・介護休業中・傷病休業中又は休職中の社員（法令や社内就業

規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者） 

 

・以下のいずれかの条件に該当するパートタイム労働者等 

① 日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定めて雇用される者、又は季節的業務に 

４か月以内の期間を定めて雇用される者（ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用さ 

れている者は「常時使用する従業員の数」に含めます。） 

② 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員（＊）」の所定労働時間に比

べて短い者 

＊「通常の従業員」について 

本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員

と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とし

た待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判

断することになります。 

例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働

き方を中小企業者・小規模事業者の定義している従業員がいれば、その従業員が通

常の従業員となり、その従業員より所定労働時が短い従業員（１日又は１週間の労

働時間及び１か月の所定労働日数が、通常の従業員の４分の３以下である）はパー

トタイム労働者とします。パートタイム労働者に該当するのは、「１日の労働時間

及び１か月の所定労働日数が４分の３以下」又は「１週間の労働時間及び１か月の

所定労働日数が４分の３以下」の場合に限ります。なお、ここでいう１か月とは、

本補助金申請月の前月のことです。 

（２）市税の未納がないこと 

（３）横須賀市暴力団排除条例（平成 24 年横須賀市条例第６号）第２条第２号に規定する暴力団で

ないこと及び代表者又は役員が同条第３号に規定する暴力団でないこと 

（４）政治活動及び宗教活動を主たる事業者でないこと 
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（５）性風俗関連特殊営業事業者でないこと 

（６）公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと 

 

２．車両要件 次の(１)から(３)のすべての要件を満たす事業用自動車  

(１) ガソリン、軽油など（液化石油ガス（LPG）、液化天然ガス（LNG）、圧縮天然ガス（CNG）を 

含む。）を燃料として自走する自動車（二輪の自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を 

含まない。） 

(２) 令和７年４月１日までに、次の(ア)又は(イ)に該当し、車検証の有効期間の満了日が令和７年 

12 月 31 日以降である自動車  

(ア) 関東運輸局神奈川運輸支局において道路運送車両法第４条に規定する登録及び第 58 条に規定 

する検査を受けた自動車 

(イ) 軽自動車検査協会神奈川事務所において道路運送車両法第 59 条に規定する新規検査を受けた

軽自動車 

(３) 対象事業者の要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借 

用している自動車  

※ ハイブリッド車は対象になります。 

※ 電気自動車は対象外です。 

※ 貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象になりますが、その他の主に貨物運搬を目的としな 

い特種用途自動車等は対象外です。 

※ 原動機付自転車を含む自動二輪車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車（フォークリフト、トラ 

クター等）は対象外です。  

※ トレーラー等、被けん引車は対象外です。 

※ 車両の買い替えの場合、新しい車両の納車日が令和７年４月１日以降であっても対象となる可 

能性があります。 

 

 

３  補助率・補助金額  

（１） 小型・普通自動車トラック（緑ナンバー）   

…  ２１，０００円 

（２） 軽トラック（黒ナンバー） 

…   ７，０００円 
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【注意】 

振込金額は、内容を審査の上で決定します。 

⚫ 対象外の車両が審査により判明した場合は、再計算した補助額でのお振込みとなります。 

⚫ 交付決定額は補助額の上限です。そのため、申請の際に提出漏れの車両があった場合でも、

補助額を増額することはできません。 

 

Ⅱ 申請手続き                                   

１  申請期間  

令和８年１月 13 日（火）９時から令和８年３月２日（月）17 時まで【締切厳守】 

（注意点）申請前に必ずお読みください！ 

※ 申請手続きを期間内に完了する必要があります。 

 

※ 受付は先着順です。申請が届いたものから確認いたします。上記期限内でも申請の合計額が

予算に達した場合は、受付を終了します。終了については事前にホームページでお知らせし

ますのでご確認ください。 

 

※ 申請は１事業者につき１回までとなります。一度申請を行い、交付決定を受けた後は、追加

分の申請はできません。 

 

電子申請にて受け付けます。 

【電子申請はこちらから】 

 

 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/hojokin/kam

othu.html#shinsei 

 

 

 

  

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/hojokin/kamothu.html#shinsei
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/hojokin/kamothu.html#shinsei
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/hojokin/kamothu.html#shinsei


令和８年１月７日 Ver.1.1 

5 

 

２  手続きの流れ  

   申請者様の手続き    横須賀市の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  申請①：補助金交付申請  手順  

（１）補助金申請 

➢ １事業者につき１回のみとなります。 

➢ 市内に複数営業所を所有する事業者様は、合算して申請してください。 

※注意※ 
一度申請を行い、交付決定を受けた後は、追加で対象車両があっても追加分の申請は 
できません。 

➢ 補助金の申請は電子申請で受け付けます。市ホームページをご確認の上でご申請くださ

い。 

➢ 補助金の電子申請フォームは「電子申請システム（e-kanagawa）」を使用します。 

申請フォームＵＲＬは、市ホームページ内にも掲載しています。 

※申請にはＥメールアドレスが必要です。 
※スマートフォンでも申請は可能ですが、ＰＣでの申請を推奨します。 
※次頁に申請時に必要な項目、添付資料を記載しておりますので、ご確認いただき、 
添付資料のデータをＰＣ上にご用意のうえご申請ください。 

 

➢ ログイン方法 … ９ページ（資料１）をご参照ください。 

➢ 以下の内容を申請フォームから入力・必要書類を添付してください。 

データを添付する際は、10 ページ（資料２）の手順をご参照ください。 

  

申請① 

※R8.３/２締切！ 

（２） 

 

補
助
対
象
要
件
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か
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容
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査 

 

申
請
者
へ 

「
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付 

決
定
通
知
」
送
付 

（１） 

申請フォームから各 

項目入力・資料の添付 

（申請者情報や車両の

所有状況など） 

（３） 

 

補
助
金
振
込 

終了
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①入力内容 

【申請者の情報】 

a. 法人または個人事業主の選択 

b. 法人名、または個人事業主の事業者名） 

c.（法人の場合のみ）代表者肩書 

d. 代表者氏名 

e.（法人の場合のみ）法人番号 

f.（個人の場合のみ）屋号 

g. 事業者・代表者の生年月日 

h. 郵便番号（法人の場合は本店、個人事業主の場合は事業所所在地） 

i. 住所（法人の場合は本店、個人事業主の場合は事業所所在地 

j.（個人の場合のみ）事業者の居住先住所 

k.（市外事業者の場合のみ）市内事業所名（横須賀支店、横須賀事業所など） 

l.（市外事業者の場合のみ）市内事業所の郵便番号 

m.（市外事業者の場合のみ）市内事業所の住所 

n. 電話番号 

o. ＦＡＸ番号 

p. 事務担当者氏名 

q. 事業概要（例：一般貨物運送事業、貨物軽自動車運送事業など）※ 

※「政府統計の総合窓口 e-Stat」を参照 

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10 

 r. 資本金（法人のみ） 

※個人事業主の方は、選択項目の「資本金なし（個人事業主）」を選択してください。 

s. 常時使用する従業員の数 

【対象車両情報について】(緑ナンバー・黒ナンバー) 

  a.一般/特定貨物自動車運送事業用自動車の台数 

b.貨物軽自動車運送事業用軽自動車の台数   ※補助額は自動計算します 

【実績報告】 

貨物運送事業の継続意向について 

【補助金振込先の情報】 

※法人の場合は「申請者の情報」に記載した法人名義の口座、 

個人事業主の場合は申請者本人名義の口座を指定してください。 

a. 金融機関コード 

b. 金融機関名 

c. 本支店コード 

d. 本支店名 

e. 預金種別 

f. 口座番号 

g. 口座名義人（半角ｶﾀｶﾅ） 

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
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②添付書類 

【必要書類の添付】 

a.  （法人の場合のみ）発行から３か月以内の法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し

b.  （法人の場合）役員等氏名一覧表 

※市ＨＰまたは、e-kanawagawa 申請フォーム内に書式あり 

c.  申請対象車両一覧 

※市ＨＰまたは、e-kanawagawa 申請フォーム内に書式あり 

d.  貨物運送事業について許可証の写し、または届出の写し 

e. 車検証または検査証記録事項の写し 

その他必要に応じて必要な書類 

  ※名称や氏名、住所等を変更したことにより、申請書に記載された情報と車検証の記載が 

一致しない場合は、住民票の写しなど、事業の継続性を確認できる書類を添付してくだ 

さい。 

※対象期間中に車両の買い替えを行った場合は、新旧車両それぞれの車検証の写しまたは 

運輸支局への事業計画変更届出書の写しなど、新旧車両の継続性を確認できる書類を提出 

してください。 

※必要に応じて改めて追加資料の提出を求める場合があります。 

f.  補助金振込先の金融機関名・口座番号・口座名義人（ｶﾅ）が確認できるもの 

通帳の表紙をめくったページの写しなどを添付してください。 

 

 

（役員等氏名一覧表） 

登記事項証明書に記載されている役員（代表取締役、

取締役、監査役等）について記載してください。 

役職名、氏名(かな)、生年月日(和暦)、性別、住所を

記載します。 

 

（申請対象車両一覧） 

車検証の項目をご確認いただき、 

申請する各車両のナンバーの番号、車台番号、種別を

記載します。 

 

※買い替え車両の場合、備考欄に対応する旧車の登録

番号を記載してください。  

その場合は、運輸支局へ提出済みの事業計画変更届出

書の写しなど、対象車両が増車されていることと、対

応する減車があることがわかるような継続性が確認 

できる根拠資料を添付してください。  

なお、納車等の都合により空白期間が生じた場合も、 

1 か月以内であれば、連続するものとみなします。 

 

誓約事項 

  申請にあたっては、誓約事項をご確認のうえご理解・ご同意いただきますようお願い申し上げ

ます。正確かつ公正な審査を実施するため、必要に応じて市税滞納の有無や暴力団関係者でない

ことの確認を行わせていただきます。 
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➢ 申込みが完了し、上記の申請内容が横須賀市に届き次第、申請内容や市税の滞納有無等を

審査します。 

申込みが完了した際は以下の画面が表示されメールも届きます。 

 
 

Ⅲ 支払いについて                             

  請求内容に不備がない場合、ご指定の口座へ補助金を振り込みます。 

  ※請求から約３～４週間程度要します。 

 

Ⅳ その他                                 

⚫ 郵送等による書面での申請受付は行いません。 

⚫ パソコンやスマートフォンを使用できない方は、市役所経済企画課で代理申請を行うことが

できます。（要事前連絡） 

※簡単な入力操作ですので、可能な限り申請者ご自身で入力いただくようご協力をお願いい

たします。 

⚫ 補助金の手続きにおいて、虚偽、不正等が発覚した場合は、交付決定の取消や補助金の返還

請求をいたします。 

⚫ 補助金を申請された方に、今後、横須賀市からアンケートや市の施策等のご案内をお送りす

ることがあります。 

 

【お問合わせ・代理入力の予約】 

横須賀市経済部 経済企画課 TEL：046-822-9523（平日８時 30分～17時 15分） 

令和８年（2026年）１月６日作成  
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資料１                                    

e-kanagawa ログイン手順 
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資料２                                    

 

 

 

 

 

～次ページへ続く～ 
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～前ページの続き～ 
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資料３ 一時保存・読み込み                                 

 

 

保存された入力内容データは PC 上にダウンロードされます。 ※データをクリックしないこと 

 

 

「保存データの読み込み」をクリック 

 

「ファイルの選択」をクリック 

 

 

～次ページへ続く～ 
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～前ページの続き～ 

一時保存していた入力内容データをクリック 

 

 

取り込まれたことを確認したら、「確認へ進む」をクリック 

 

 

該当データが入っていることを確認したら、「読込む」をクリック 

 

 

入力内容が復元されますので、「入力へ戻る」をクリック 
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【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】 

・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後、必要に応じて、ファイルをもう一度、添付 

し直してください。 

・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。 

・システムにもう一度、読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意 

ください 

・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者 

の責任において管理をお願いします。 

「入力中のデータを保存する」だけでは申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意くだ 

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 申請書等様式記載例                                   

次頁以降参照。 
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【自動車検査証記録事項の見本】  

 申請車両すべてについて、車検証の写し（電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写し）

の提出が必要となります。  

 下記は自動車検査証記録事項の見本となりますが、申請にあたっては特に赤枠部分の内容が要件を 

満たしているか確認の上、提出をお願いします。 

 

 

←横浜になっているか 

←申請対象車両一覧に正しく転記できているか 

登録年月日は令和７年４月１日以前となっているか 

有効期間の満了する日は令和７年 12 月 31日以降か 


